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（趣旨）  

第１条  この要項は、多摩市スポーツ推進委員に関する規則（平成２０年多摩

市規則第２２号。以下「規則」という。）第７条の規定に基づき、スポーツ

推進委員の公募について、必要な手続を定めるものとする。  

（応募の資格）  

第２条  スポーツ推進委員に応募しようとする者は、次に掲げる要件を備えな

ければならない。  

⑴ 応募時点で多摩市に在住、在勤、在学していること。  

⑵ 年齢が、委嘱日現在で満１８歳以上であること。  

⑶ スポーツに関する深い関心と理解を持ち、住民に対し、スポーツの実技

の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うのに必要な熱意を持つ

者であること。  

⑷活動において電子メールの使用ができること。  

（公募の方法等）  

第３条  スポーツ推進委員の公募にあたっては、応募資格、申請手続き、選出

方法等を市民に周知するものとする。  

２ スポーツ推進委員の募集期間は市長が定めるものとする。この場合におい

て市長は１０日を超える期間を定めなければならない。  

３ スポーツ推進委員の募集定員（以下「募集定員」という。）は、若干名と

する。定員である２２名に対し、不足する人数を募集するものとする。  

 （申請）  

第４条  スポーツ推進委員に応募しようとする者は、次に掲げる事項を多摩市

スポーツ推進委員申込書（別記様式。以下「申込書」という。）に記載し、

市長が提示した課題論文を添付して市長に提出しなければならない。  

⑴ 氏名  

⑵ 生年月日  

⑶ 性別   

⑷ 現住所  

⑸ 連絡先  

⑹ 職業  

⑺ 勤務・在学先（在勤・在学者のみ）  



⑻ 資格・経歴等  

（選出の方法）  

第５条 申込書の提出があった場合、第２条各号に掲げる資格要件を備えてい

る者のうちから、選考委員が次に掲げる事項を総合的に考慮してスポーツ推

進委員の選出を行うものとする。  

⑴ 評価基準  

ア 論文判定要素（５項目）  

（ア）  文章の伝達性：誤字及び脱字がなく、わかりやすいか。  

（イ）  問題意識：出題テーマに関する知識を保有し、出題意図を的確  

にとらえているか。  

（ウ） 内容の具体性：内容に具体性があり、自分の主張をしっかり訴

えているか。  

（エ） 内容のバランス：視点に偏りがなく、広い視点で物事を捉えて

いるか。   

（オ） 内容の意欲性：内容にスポーツ振興に対する意欲が感じられる

文章になっているか。  

イ 面接判定要素（５項目）  

（ア）  対人対応：市民と接する場合なども想定し、適切な言葉遣いを  

しているかどうか。相手に不快感を抱かせる態度をとっていない

か。  

（イ） 意欲：スポーツ振興に対する意欲が感じられるか。  

（ウ） 業務関連：  

ａ 他の委員と協調し、適切なコミ二ケーションがとれるか。  

     ｂ スポーツの指導経験、地域での活動実績はあるか。  

ｃ 市のスポーツ振興の考え方並びにスポーツ推進委員の活動を  

理解しているか。  

ウ 採点方法  

各項目、１点から１０点までで評価を行う。  

【採点例】  

 特に良い：１０点  

 普 通 ：５点  

 特に良くない：１点  

エ その他  

（ア）スポーツ推進委員の男女比率の均衡  

（イ）スポーツ推進委員の年齢構成の均衡  



（ウ）スポーツ推進委員の居住地域の均衡  

 

 

オ 判定基準  

上記ア及びイの判定要素をウの採点方法により項目別に審査し、論文及

び面接の各選考委員の合計点数の平均点数が７０点以上の者、かつエの項

目を考慮し、現在スポーツ推進委員の人員状況と適合する者を選出対象と

する。（１０項目、１００点満点）  

 

２ 応募者数が募集定員以下のときは、前項の規定にかかわらず、スポーツ推

進委員を選出することができるものとする。  

（選考委員）  

第６条  選考委員は、くらしと文化部長及びスポーツ振興課長、スポーツ振興

課スポーツ振興担当主査２名、多摩市スポーツ推進委員協議会長をもって構

成する。  

 （結果の公表）  

第７条 ５条の規定によりスポーツ推進委員を選出したときは、速やかに公表

し、かつ、応募者全員に書面で通知するものとする。  

 （文書の管理）  

第８条 第４条の規定により提出された申込書及び課題論文（以下「申込書等」

という。）については、これを返還しない。  

２ 申込書等の保存年限は３年間とする。  

（補則）  

第９条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この要項は、決定の日から施行する。  

（この要項の失効）  

２ この要項は、令和８年３月３１日限り、その効力を失う。  


